
地域公共交通確保維持事業（陸上交通：地域間幹線系統補助）
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【地域間幹線系統補助】 最近の変更点

②運賃改定を行った際の補助額算定方法の変更

③「平均賃率」算定方法の見直し

①コロナ特例における要件緩和の一部厳格化

・「ブロック毎の標準キロ単価」を「キロ当たりの経常費用単価」が上回っている事業者が対象
・基準期間、基準期間の前年度、前々年度に運賃改定を行っている場合、当該運賃改定による収入の増
加分を収入から控除する。

※１年目：増加分を控除
２年目：増加分の２／３控除
３年目：増加分の１／３控除

・「平均賃率」
改正前：停留所相互間総額運賃（補助対象期間）÷停留所相互総キロ）」 だったものを、
改正後：停留所相互間総額運賃（基準期間）÷停留所相互総キロ）」 に変更。

・運賃改定を行った際の計画平均乗車密度への悪影響を軽減。

・コロナ特例により「１日当たり輸送量見込み」（基準期間の実績から算定）１５人以上が緩和され、
１５人未満でも対象となっていた。

→令和６年度（２年前）は既にコロナ禍から明けているが、激変緩和の観点から、
令和８年度計画においては 「１日当たり輸送量見込み」が５人以上であることを必須とした。
ただし、令和９年度計画においては１０人以上であることを必須化になる予定。 重要

2



○コロナ特例について
以下の幹線補助要件について令和４～７年度事業において特例により緩和
① 「１日当たり輸送量見込み」（２年前実績をもとに算定）が１５人以上であること
②２～４年前の３年間のうち２ヶ年連続で「１日当たり輸送量実績」が１５人を下回っていないこと

コロナ特例①の算定に使用

４年前３年前２年前事業年度
平成２９年度平成３０年度令和元年度令和３年度（R2.10～R3.9）
平成３０年度令和元年度令和２年度令和４年度（R3.10～R4.9）
令和元年度令和２年度令和３年度令和５年度（R4.10～R5.9）
令和２年度令和３年度令和４年度令和６年度（R5.10～R6.9）
令和３年度令和４年度令和５年度令和７年度（R6.10～R7.9）
令和４年度令和５年度令和６年度令和８年度（R7.10～R8.9）
令和５年度令和６年度令和７年度令和９年度（R8.10～R9.9）
令和６年度令和７年度令和８年度令和１０年度（R9.10～R10.9）

コロナ特例②の判定に使用

○令和８年度以降のコロナ特例の適用について
令和８年度の２年前（令和６年度）は既にコロナから明けているため、段階的に特例を廃止する

コロナ特例 適用

コロナ特例 一部適用

※赤字は新型コロナウイルス感染症の位置づけが「２類相当」だった期間

①コロナ特例における要件緩和の一部厳格化（R8事業年度 事務連絡）
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以下の状況を考慮し、
○令和８年度のコロナ特例については部分的に適用を厳格化
○以後も段階的に適用を廃止

（考慮する状況）
・令和５年５月をもって、新型コロナウイルス感染症の位置づけが「２類相当」から除外
・令和６年度の輸送量が増加傾向

【令和８年度の見直し内容】
① 「１日当たり輸送量見込み」（２年前の実績から算定）が１５人以上であること
→令和６年度（２年前）は既にコロナ禍から明けているが、激変緩和の観点から、令和８年
度計画においては「１日当たり輸送量見込み」が５人以上であることを必須とする
（ただし、令和９年度計画においては１０人以上であることを必須化する予定）

②２～４年前の３年間のうち２ヶ年連続で「１日当たり輸送量実績」が１５人を下回っていない
こと

→令和４～５年度はコロナ禍中のため、「令和４～５年度」又は「令和５～６年度」の２ヶ年連
続で「１日当たりの輸送量実績」が１５人を下回っていても補助対象とする

①コロナ特例における要件緩和の一部厳格化（R8事業年度事務連絡）
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②幹線補助額の算出方法の見直し
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②幹線補助額の算出方法の見直し
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R8事業年度の補助対象経費算出方法（R6事業年度に運賃改定実施）
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R8事業年度の補助対象経費算出方法（R5事業年度に運賃改定実施）
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R8事業年度の補助対象経費算出方法（R4事業年度に運賃改定実施）
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参考事例１ （運賃改定による増収分がブロック単価カット額を上回っている場合）
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参考事例２ （経費と控除後の差額が「経費の9/20」を上回っている場合）
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参考事例３ （3年間の間に複数回の運賃改定を実施している場合）
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③「平均賃率」算定方法の見直し （計算例）

令和８年度計画において、以下の状況の系統が１～３のそれぞれ時期に運賃改定を実施した
場合の「平均賃率」を算定

【系統の状況】
停留所相互間総額運賃（運賃改定前） 20,000 円
停留所相互間総額運賃（運賃改定後） 25,000 円
停留所相互間総キロ 1,000 km

【運賃改定実施時期】
１．令和６年４月１日（基準期間中）に実施した場合

２．令和７年４月１日（基準期間終了後～補助対象期間開始前）に実施した場合
３．令和８年４月１日（補助対象期間中）に実施した場合
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「平均賃率」算定方法見直しによる「計画平均乗車密度」への影響例

【令和８年度計画】
実車走行キロ当たりの運送収入（令和６年度実績） 100 円/km ①
停留所相互間総額運賃（令和６年度時点） 20,000 円 ②
停留所相互間総額運賃（令和８年度時点※） 25,000 円 ②‘
停留所相互間総キロ 1,000 km ③
計画実車走行キロ 100,000 km ④
※令和７年４月１日に運賃改定を実施し、停留所相互間総額運賃が②から②‘に変更された想定

【新旧要綱共通】
「計画運送収入」＝「①実車走行キロあたり運送収入」×「④計画実車走行キロ」

＝1,000万円 ⑤

【改正前要綱での計算】
「平均賃率」＝「②‘停留所相互間総額運賃（令和８年度時点）」÷「③停留所相互総キロ」

＝ 25円/km ⑥‘
「計画平均乗車密度」＝「⑤計画運送収入」÷「⑥‘ 平均賃率」÷「④計画実車走行キロ」

＝4.0 人

【改正後要綱での計算】
「平均賃率」＝「②停留所相互間総額運賃（令和６年度時点）」÷「④停留所相互総キロ」

＝ 20円/km ⑥
「計画平均乗車密度」＝「⑤計画運送収入」÷「⑥平均賃率」÷「④計画実車走行キロ」

＝5.0 人
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平均賃率計算例 （１．基準期間中 実施）

○令和７年度以前の要綱での計算

【系統の状況】
停留所相互間総額運賃（運賃改定前） 20,000 円
停留所相互間総額運賃（運賃改定後） 25,000 円
停留所相互間総キロ 1,000 km

【運賃改定実施時期】
１．令和６年４月１日（基準期間中）に実施した場合

「平均賃率」＝「停留所相互間総運賃額（補助対象期間）」÷「停留所相互間総キロ」
＝25,000円÷1,000km
＝25.00円

○令和８年度以降の要綱での計算

「平均賃率」＝（「運賃改定前適用の平均賃率×日数」＋「運賃改定後適用の平均賃率×日数」）
÷「実績引用期間の日数」

＝（20.00円×183日間 ＋ 25.00円× 183日間）÷366日間
＝ 22.50円

「運賃改定前適用の平均賃率」＝ 20,000円÷1,000km ＝ 20.00円
「運賃改定後適用の平均賃率」＝ 25,000円÷1,000km ＝ 25.00円

日数 183日間（R5.10.1～R6.3.31）
日数 183日間（R6.4.1～R6.9.30）
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平均賃率計算例 （２．基準期間終了後～補助対象期間開始前 実施）

○令和７年度以前の要綱での計算

【系統の状況】
停留所相互間総額運賃（運賃改定前） 20,000 円
停留所相互間総額運賃（運賃改定後） 25,000 円
停留所相互間総キロ 1,000 km

【運賃改定実施時期】

２．令和７年４月１日（基準期間終了後～補助対象期間開始前）に実施した場合

「平均賃率」＝「停留所相互間総運賃額（補助対象期間）」÷「停留所相互間総キロ」
＝25,000円÷1,000km
＝25.00円

○令和８年度以降の要綱での計算

「平均賃率」＝「停留所相互間総運賃額（基準期間）」÷「停留所相互間総キロ」
＝20,000円÷1,000km
＝20.00円
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平均賃率計算例 （３．補助対象期間中 実施）

○令和７年度以前の要綱での計算

【系統の状況】
停留所相互間総額運賃（運賃改定前） 20,000 円
停留所相互間総額運賃（運賃改定後） 25,000 円
停留所相互間総キロ 1,000 km

【運賃改定実施時期】
３．令和８年４月１日（補助対象期間中）に実施した場合

○令和８年度以降の要綱での計算

「平均賃率」＝「停留所相互間総運賃額（基準期間）」÷「停留所相互間総キロ」
＝20,000円÷1,000km
＝20.00円

「平均賃率」＝（「運賃改定前適用の平均賃率×日数」＋「運賃改定後適用の平均賃率×日数」）
÷「実績引用期間の日数」

＝（20.00円×182日間 ＋ 25.00円× 183日間）÷365日間
＝ 22.50円

「運賃改定前適用の平均賃率」＝ 20,000円÷1,000km ＝ 20.00円
「運賃改定後適用の平均賃率」＝ 25,000円÷1,000km ＝ 25.00円

日数 182日間（R7.10.1～R8.3.31）
日数 183日間（R8.4.1～R8.9.30）
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